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■使った油は燃えるごみへ！
　食用油は新聞紙や布に染み込ませるか、市販の固形化
　品で固めて燃えるごみとして処分しましょう。
　調理などで発生する油を下水道に流してしまうと、冷
　え固まって詰まりを引き起こします。
　最悪の場合、宅内にあふれ出ることがあります。

※処分方法を間違えると、他の人にも迷惑がかかります。
※市役所・各行政局では使用済みの油を回収しています。
　詳しくは、生活環境課(81-2272 へお問い合わせく
　ださい。
■トイレは水に溶ける紙だけ！
　トイレットペーパー以外の紙・異物は絶対に流さない
　ようにしましょう。
■トイレに流してはダメなもの
　モップ、雑巾、紙おむつ、生理用品、ビニール、ティッ
　シュ、フェイスペーパー　など

キッチンで使った油は流さず捨てる！
　宅内排水からのモップや雑巾などの異物が原因で下水
　道施設のトラブルが発生しています。

　水に溶けない物が下水道
　に流れると、詰まりや機
　械の故障が発生し、その
　修理に大きな費用がかか
　ります。
　 ▲施設内に詰まった異物

■下水道へ接続しましょう！
　下水道の供用が開始された区域では、公共下水道に接
　続することが法律で義務付けられています（下水道法
　第 10 条）。また、市では、SDGs の達成を実現させ
　るため、公共下水道の普及に取り組んでいます。
　持続可能な社会の実現のためにも、速やかに下水道へ
　接続しましょう。

問上下水道局　上下水道課　(82-1527

上下水道課からのお願い 燃えるごみに

若手農家グループ「アグリクリエイターズ∞たむら」に
よる自慢の新鮮野菜の販売会を実施します。
野菜のほかにもいろいろな特産品が並びますので、お誘
い合わせのうえ、ぜひご来場ください。
●参加団体と主な品物
　・アグリクリエイターズ∞たむら（新鮮野菜）
　・田村市エゴマ振興協議会（エゴマ）
　・みやこじスイーツゆい（プリン、シフォンケーキ）
　・Kokage kitchen（そばワッフル）
　・渡辺豆腐店（豆腐、油揚げ）
　・キッチンほしくま（新鮮野菜を使った料理）
●開催日程
　７月 14 日、８月４日、９月８日、10 月 13 日、
　11 月 10 日　※いずれも水曜日
●時間　午前 10 時～午後 1 時
●場所　市役所西側広場スペース

新鮮野菜販売会たむらマルシェ開催

問産業部　農林課　(81-2511

若手農家グループ「アグリクリエーターズ∞たむら」

市民部 市民課 からのお知らせ (82-1112

国民健康保険に加入している方へ

　現在お持ちの高齢受給者証の有効期限は、7 月 31
日です。8 月 1 日からの新しい高齢受給者証は７月
下旬に郵送します。
　医療機関などで診療を受けるときは、必ず被保険者
証と一緒に高齢受給者証を窓口に提示してください。
　提示しないと、本来の自己負担割合で診療を受けら
れないことがあります。

◆高齢受給者証を送付します
※ 70歳以上 75歳未満の方

　現在お持ちの限度額適用認定証は、8 月 1 日から
新しくなるため、更新の手続きが必要です。
　更新を希望する場合は、以下のものをお持ちのうえ、
市民課、各行政局、各出張所で申請してください。
　【お持ちいただくもの】
　・国民健康保険被保険者証　
　・本人確認書類
　　（マイナンバーカード・運転免許証など）
　・印鑑

◆限度額適用・標準負担額減額認定証、
　　　　　　　　限度額適用認定証の更新申請

　現在対象となっている方（※上位所得層の方を除く）
は、引き続き医療費の窓口負担が免除されます。
　８月 1 日以降も医療費の窓口負担の免除に該当す
る方には、7 月下旬に新しい免除証明書を郵送します。
　有効期限は、4 年２月 28 日までです。
※上位所得層：被保険者全員の前年中の総所得金額が
　　　　　　　600 万円を超える世帯

◆原発事故に伴い医療費の窓口負担が
　　　　　　　　　　　　免除されている方へ

後期高齢者医療に加入している方へ

　75 歳以上の方、または一定の障がいのある 65 歳
以上の方が対象です。

　現在お持ちの被保険者証の有効期限は、7 月 31 日
です。8 月 1 日からの新しい被保険者証は７月下旬
に簡易書留で郵送します。

◆被保険者証を送付します

◆原発事故に伴い医療費の窓口負担が
免除されている方へ

　現在対象となっている方（※上位所得層の方を除く）
は、引き続き医療費の窓口負担が免除されます。
　8 月 1 日以降も医療費の窓口負担の免除に該当す
る方には、7 月下旬に新しい免除証明書を郵送します。
　有効期限は、4 年 2 月 28 日までです。
※上位所得層：被保険者全員の前年中の総所得金額が　 
　　　　　　　 600 万円を超える世帯

　現在お持ちの限度額適用・標準負担額減額認定証と
限度額適用認定証の有効期限は、7 月 31 日です。引
き続き該当する方には、被保険者証と一緒に郵送します。
　今回新たに該当する方には勧奨通知を郵送しますの
で、以下のものをお持ちのうえ、市民課、各行政局、
各出張所で申請してください。
　【お持ちいただくもの】
　・後期高齢者医療被保険者証
　・本人確認書類
　　（マイナンバーカード・運転免許証など）
　・印鑑

◆限度額適用・標準負担額減額認定証、
　　　　　　　　限度額適用認定証の更新申請

　・指定農業機械作業従事者の方…
　　指定された機械を使用し農作業を行う方。
●主な補償内容
　療養給付、休業給付、障害給付、遺族給付、葬祭給付、
　傷病年金、介護給付　など
●お問い合わせ先
　JA 福島さくら たむら地区本部各営農経済センター
　※加入にあたっては、上記のほかにも条件があります
　　ので、お気軽に窓口までご相談ください。

問・申 JA 営農経済センター

農作業事故が多発しています！

労災保険は本来、会社等で働く労働者の方の負傷、疾
病、死亡などに対して保険給付を行う制度ですが、農業
者の方も一定要件のもと特別に任意加入することができ
ます。
加入していると、万が一の際に療養・休業給付や遺族給
付などの手厚い補償を受けることができますので、ぜひ
ご加入をご検討ください。
●対象者
　・特定農作業従事者…
　　年間の農業生産物の総販売額が 300 万円以上また
　　は経営耕地面積が 2ha 以上の方。

労災保険の特別加入で、もしもの時の備えを！


